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規 則 の あ ら ま し 

 

○ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則（第86号） 

 1  改正内容 

   初任給の見直しに伴い、規定の整備を行います。（別表第 2関係） 

 2  施行期日 

 令和 4年 8月 1日から施行します。 

 

 

2



 

初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す 

る。 

 

 

 

令和 4 年 7 月29日 

 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

 

 

名古屋市規則第86号 

 

   初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 初任給、昇格及び昇給等に関する規則（昭和32年名古屋市規則第68号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第 2 初任給表 2 消防職給料表の備考に次の 1 項を加える。 

3  航空法（昭和27年法律第 231 号）第22条の規定に基づき、同法第24条

に掲げる資格のうち操縦士の航空従事者技能証明を受け、当該証明に係

る航空業務に従事する職員となった者の初任給は、 2 級13号給とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1  この規則は、令和 4 年 8 月 1 日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

2  施行日の前日現に消防職給料表職務の級 1 級又は 2 級に在級する職員のう 
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ち、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等に関する規則別表第 2

初任給表 2 消防職給料表の規定の適用を受けて新たに採用される職員との権

衡を著しく失することとなるものについては、別に定めるところにより、そ

の者の職務の級及び号給を調整することができる。 
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名古屋市告示第 457 号 

 

   建築基準法に基づく公開による意見の聴取 

 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第48条第15項の規定により、次のよう

に意見の聴取を行いますので、同条第17項及び建築基準法に基づく意見の聴取

に関する規則（昭和31年名古屋市規則第59号）第15条の規定により告示します。 

 

  令和 4 年 7 月27日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1  計画の概要 

 (1) 許可を受けようとする者 

  名古屋市中区栄二丁目 2 番 5 号  電気文化館9F 

中電不動産株式会社 代表取締役社長 渡邉 穣 

 (2) 建築物の敷地の位置及び面積 

名古屋市瑞穂区春敲町三丁目18番 1 、18番 2 、大喜新町三丁目 5 番 1 、

 5 番 2  

    12,142.56 平方メートル 

 (3) 建築物の構造及び規模 

   工 事 種 別   新築 

   主 要 用 途   店舗 

   構 造   鉄骨造 

   建 築 面 積    3,399.85 平方メートル 

   延 べ 面 積    5,949.79 平方メートル 

   最高の高さ    16.27 メートル 

 

 2  意見の聴取の事項 

第一種住居地域内における床面積の合計が3,000平方メートルを超える商
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業施設の新築について 

 

 3  日時 

  令和 4 年 8 月10日（水） 午後 1 時30分 

 

 4  場所 

名古屋市瑞穂区瑞穂通 3 丁目32番 瑞穂区役所 2 階 さくらルーム 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 458号 

 

   開発行為に関する工事の完了 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第35条第 1項の規定により許可した次 

の開発行為に関する工事が完了しました。 

 

  令和 4年 7月28日 

                    

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

許 可 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 

開発区域又は工区に 

含まれる地域の名称 

開発許可を受けた者の 

住 所 及 び 氏 名 

令和 3年12月20日 

3指令住開指第97号 

名古屋市北区楠味鋺三 

丁目 169番 3 

愛知県一宮市東出町 7番 

地の 1 

株式会社エサキホーム 

代表取締役 江 光彦 

令和 3年12月23日 

3指令住開指第 100号 

名古屋市港区小川一丁 

目75番 

名古屋市昭和区明月町 2 

丁目14番地プレディアコ 

ート御器所 408号 

國分敬弘  

國分和歩 

令和 3年 4月16日 

3指令住開指第 8号 

名古屋市名東区藤巻町 

 1丁目 2番1380外 2筆 

及び 2番 781外 1筆の 

各一部 

名古屋市東区橦木町 1丁 

目19番地日本棋院中央総 

本部 6階 

ヒダホールディングス株 

式会社 

代表取締役 小池一三 
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令和 3年12月14日 

3指令住開指第95号 

名古屋市緑区桶狭間神 

明1201番外 2筆 

名古屋市瑞穂区妙音通 3 

丁目31番地の 1 

株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ 

代表取締役 沢田康成 

令和 4年 3月11日 

3指令住開指第 122号 

名古屋市緑区大高町字 

西丸根83番 1 

兵庫県尼崎市南武庫之荘 

 2丁目16番21－ 302号 

西澤直樹・西澤みどり 

 

名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課 
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名古屋市告示第 459号 

 

   有料公園施設の供用月日及び供用時間の変更について 

 

 名古屋市都市公園条例（昭和34年名古屋市条例第15号）第18条の 4第 2項の

規定により、次のとおり有料公園施設の供用月日及び供用時間を変更しますの

で、名古屋市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）第 6条第 

 3項の規定により告示します。 

 

  令和 4年 7月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し  

 

1 有料公園施設の名称 

徳川園庭園 

 

2 変更内容 

(1) 令和 4年 8月15日を供用する日に変更し、その供用時間を「午前 9時30 

分から午後 8時まで」とします。 

(2) 令和 4年 8月11日から同月14日までの供用時間について「午前 9時30分 

から午後 5時まで」を「午前 9時30分から午後 8時まで」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市緑政土木局緑地部緑地管理課 
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名古屋市告示第 460号 

 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第 123号）第36条第 1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者として、

次のとおり指定しました。 

 

  令和 4年 7月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者（設置者）

の名称及び主たる

事務所の所在地 

事業所（施設）の

名称及び所在地 

サービス等の

種類 

事業所番号 指定年月

日 

株式会社バーニー

ズ 

名古屋市西区大野

木四丁目 193番地 

ヘルパーステーシ

ョンさくらそう 

名古屋市西区大野

木四丁目 193番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

2310201617 令和 4年 

7月 1日 

合同会社結糸 

名古屋市南区寺部

通 1丁目20番地 

訪問ケアＴＵＭＵ

ＧＩ 

名古屋市熱田区比

々野町72番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

2311100768 令和 4年 

7月 1日 

株式会社たなごこ

ろ 

名古屋市昭和区御

器所一丁目 3番10

号 

たなごころ金山Ｌ

ＡＢ 

名古屋市熱田区新

尾頭一丁目 6番13

号 

就労継続支援

Ａ型 

2311100776 令和 4年 

7月 1日 

株式会社Ｒｏｄｉ

ｎａ 

リワークセンター

金山 

自立訓練（生

活訓練） 

2311100784 令和 4年 

7月 1日 
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広島市中区大手町

二丁目 5番11号 

名古屋市熱田区新

尾頭一丁目 6番13

号 

   

ウェルビー株式会

社 

東京都中央区銀座

二丁目 3番 6号 

ウェルビー金山南

センター 

名古屋市熱田区新

尾頭一丁目 6番13

号 

就労移行支援 2311100792 令和 4年 

7月 1日 

株式会社ハピネス

ライフ 

名古屋市熱田区一

番一丁目20番34号 

ハピネスライフ熱

田一番 

名古屋市熱田区一

番一丁目20番34号 

就労継続支援

Ｂ型 

2311100800 令和 4年 

7月 1日 

特定非営利活動法

人障がい者みらい

創造センター 

名古屋市南区松池

町 1丁目19番地 

みらせんステイ神

宮 

名古屋市熱田区花

表町 8番12号 

短期入所 2311100818 令和 4年 

7月 1日 

合同会社清和 

千葉県浦安市弁天 

一丁目23番 1－ 

 707号 

スマイルたから 

名古屋市港区品川

町 2丁目 1番地の

 126 

居宅介護 

重度訪問介護 

2311201152 令和 4年 

7月 1日 

株式会社アドニス

ライフ 

名古屋市南区塩屋

町 3丁目 5番地の

 1 

 

つくしケアサービ

スみなと 

名古屋市港区土古

町 4丁目 9番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

2311201160 令和 4年 

7月 1日 

つくしケアサービ

ス天白 

名古屋市天白区一 

つ山 1丁目17番地

の 1 

居宅介護 

重度訪問介護 

2316401591 令和 4年 

7月 1日 
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特定非営利活動法

人ルーツ・プロジ

ェクト 

名古屋市中区東桜

二丁目22番18号 

リーフ・ウエスト 

名古屋市中川区伏

屋一丁目 807番地

の 2 

就労継続支援

Ａ型 

2311302034 令和 4年 

7月 1日 

株式会社慧茉 

名古屋市瑞穂区弥

富ケ丘町 3丁目 7

番地 

ショートステイり

んしろう 

名古屋市瑞穂区弥

富ケ丘町 3丁目 7

番地 

短期入所 2311400838 令和 4年 

7月 1日 

有限会社トヨサカ

企画 

名古屋市東区矢田

四丁目24番38号 

ハッピーステップ 

名古屋市中区大須

一丁目22番17号 

就労移行支援 2316100730 令和 4年 

7月 1日 

株式会社ＩＢＩＳ

東海 

名古屋市東区泉二

丁目27番14号 

アイビス金山 

名古屋市中区金山

一丁目 8番19号 

就労継続支援

Ｂ型 

2316101373 令和 4年 

7月 1日 

株式会社優里 

名古屋市中区丸の

内三丁目15番15号 

就労継続支援Ａ型

サポートゆうり 

名古屋市中区丸の

内三丁目15番15号 

就労継続支援

Ａ型 

2316101381 令和 4年 

7月 1日 

株式会社ステラワ

ークス 

名古屋市千種区今

池四丁目 6番18号 

ステラワークス 

名古屋市千種区今

池四丁目 6番18号 

就労継続支援

Ａ型 

2317101422 令和 4年 

7月 1日 

合同会社コスモス 

名古屋市北区楠味 

鋺三丁目2335番地 

うさぎ介護ステー

ション 

名古屋市北区楠味

鋺三丁目2335番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

2317301899 令和 4年 

7月 1日 
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Ｍｅｄｉｃａｌ 

Ｇｅｎｅｒａｔｉ

ｏｎ株式会社 

名古屋市東区古出

来一丁目 3番 3号 

アゴラ平安通 

名古屋市北区平安

二丁目 1番10号 

就労継続支援

Ｂ型 

2317301907 令和 4年 

7月 1日 

一般社団法人あい

ち障がい者就労・

生活支援機構 

名古屋市千種区香

流橋二丁目 1番41

号 

ラポートワークス

小幡 

名古屋市守山区小

幡常燈19番 5号 

就労継続支援

Ｂ型 

2317602049 令和 4年 

7月 1日 

合同会社コル訪問

介護 

名古屋市名東区本

郷一丁目21番地の

 3 

コル訪問介護 

名古屋市名東区本

郷一丁目21番地の

 3 

居宅介護 

重度訪問介護 

2318001696 令和 4年 

7月 1日 

合同会社ようよう 

名古屋市名東区本

郷一丁目41番地 

訪問介護つむぎの

丘 

名古屋市名東区社

が丘四丁目 610番

地 

居宅介護 

重度訪問介護 

2318001704 令和 4年 

7月 1日 

株式会社Ｈｕｍａ

ｎ ｔｏｕｃｈ 

名古屋市中村区烏

森町 5丁目33番地 

ヘルパーステーシ

ョンＡｌｂｅｒｏ 

名古屋市南区桜本

町50番地の 2 

居宅介護 

重度訪問介護 

2318101280 令和 4年 

7月 1日 

特定非営利活動法

人ライフパートナ

ー 

名古屋市港区春田

野一丁目1202番地 

グループホームひ

なた日比野 

名古屋市熱田区千 

代田町13番16号 

共同生活援助 2321100055 令和 4年 

7月 1日 
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株式会社Ｓｏｃｉ

ａｌＯＮＥ 

名古屋市中川区中

須町66番地 

グループホームぱ

るす 

名古屋市港区十一

屋一丁目57番地の

 7 

共同生活援助 2321200210 令和 4年 

7月 1日 

合同会社ケイアン

ドエス東京 

名古屋市千種区今

池四丁目13番 1号 

グループホームら

ふぉんて 

名古屋市千種区今

池四丁目13番 1号 

共同生活援助 2327100166 令和 4年 

7月 1日 

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 
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名古屋市告示第 461号 

 

   指定障害福祉サービス事業の廃止について 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第 123号）第46条第 2項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から、

次のとおり廃止の届出がありました。 

 

  令和 4年 7月29日 

 

名古屋市長  河  村  た か し 

 

事業者（設置者）

の名称及び主たる

事務所の所在地 

事業所（施設）の

名称及び所在地 

サービス等の

種類 

事業所番号 廃止年月

日 

株式会社エバーア

フター 

名古屋市中村区名

駅四丁目 1番 3号 

ウィズ 

名古屋市中村区鳥

居通 4丁目16番地 

共同生活援助 2320100270 令和 4年 

6月13日 

有限会社ジ・ジ・

ジ 

名古屋市千種区観

月町 2丁目59番地 

訪問介護事業所Ｆ

ｉｖｅ Ｄｏｃｋ 

名古屋市千種区末

盛通 3丁目30番地 

同行援護 2317101075 令和 4年 

6月20日 

合同会社ドリーム 

さいたま市浦和区

北浦和 3丁目19番

21－ 107号 

夢工房名駅 

名古屋市中村区名

駅四丁目17番18号 

就労継続支援

Ａ型 

2310101338 令和 4年 

6月30日 

株式会社イカイ 

名古屋市港区本宮

町 4丁目 5番地 

ケアプラザゆみや 

名古屋市港区泰明

町 1丁目 3番地 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

2311200683 令和 4年 

6月30日 
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株式会社ａｍｂｙ 

名古屋市名東区香

流二丁目1117番地 

ヘルパーステーシ

ョンアサガオ 

名古屋市東区東桜

二丁目 3番 7号 

居宅介護 

重度訪問介護 

2317200638 令和 4年 

6月30日 

合同会社ライフア

ップ 

名古屋市港区当知

四丁目1907番地 

障害者グループホ

ームライフアップ 

名古屋市南区三吉

町 2丁目20番地 

共同生活援助 2328100181 令和 4年 

6月30日 

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 

16



名古屋市教育委員会告示第17 号 

 

教育委員会定例会の開催について 

 

令和 4 年 8 月 4 日午後 3 時00分教育委員会室において教育委員会定例会を開

催し次の議件を付議します。 

 

令和 4 年 7 月28 日 

 

名古屋市教育委員会教育長  坪 田 知 広  

 

請願審査について 

令和 5 年度使用教科用図書の採択について 

教職員人事について 

 

名古屋市教育委員会事務局総務部総務課 
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 名古屋市農地台帳の整備等に関する規程の一部を改正する規程をここに公布

する。 

 

 

 

  令和 4年 7月27日 

 

 

 

名古屋市農業委員会会長 岩田 公雄 

 

 

 

名古屋市農業委員会規程第 2号 

 

   名古屋市農地台帳の整備等に関する規程の一部を改正する規程 

 

第 3条第 1項中「農地台帳申告書の申告を通じて把握した情報に基づき点検」 

を「 1回、固定資産課税台帳との照合を行い、その結果をもって」に改め、第 

 4条を削り、第 5条中「前 2条」を「前条」に改め、同条を第 4条とし、第 6 

から第 8条までを 1条ずつ繰り上げ、第 9条第 1項中「第 7条第 3項」を「第 

 6条第 3項」に、「農地情報公開システム」を「農業委員会サポートシステム」

に改め、同条第 2項中「第 7条第 3項」を「第 6条第 3項」に改め、同条を第 

 8条とし、第10条を第 9条とする。 

 

   附 則 

 この規程は、令和 4年 8月 1日から施行する。 
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名古屋市上下水道局告示第10号 

 

指定納付受託者の指定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基づき、

次のとおり指定納付受託者を指定したので告示する。 

 

    令和４年７月29日 

 

名古屋市上下水道局長  飯 田   貢  

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地 

名称 主たる事務所の所在地 

株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南一丁目８番27号 

 

２ 納入義務者から委託を受ける歳入 

 (1) 名古屋市水道給水条例（昭和22年名古屋市条例第34号。以下「給水条例」 

という。）第23条に定める給水料 

 (2) 名古屋市及び給水条例第１条各号に掲げる区域における公共下水道の使

用料 

 

３ 指定納付受託者に納付させる始期 

 令和４年８月１日 

 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 5項の規定により大

規模小売店舗の廃止の届出がなされましたので、同条第 6項の規定により次の

とおり公告します。 

 

  令和 4年 7月26日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  パレマルシェ堀田店 

  名古屋市瑞穂区新開町28番26号  

  

 2 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

   2,066平方メートル 

 

 3 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

   0平方メートル 

 

 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が 1,000平方メートル以下となる日 

  令和 4年 8月21日 

 

 5 廃止する理由 

  店舗閉店のため 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

   

令和 4年 7月26日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  パレマルシェ堀田店 

  名古屋市瑞穂区新開町28番26号 

 

 2 変更した事項 

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって 

は代表者の氏名 

変更前 変更後 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

名鉄不動産
㈱ 
 

代表取締役 
前田 由幸 

名古屋市中
村区名駅四
丁目26番25
号 

名鉄都市開
発㈱ 

代表取締役 
日比野 博 

名古屋市中
村区名駅四
丁目 8番18
号 

 

3 変更の日 

  令和 4年 4月 1日 

 

4 変更した理由 

    名称、住所及び代表者変更のため 

 

5 届出の日 
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  令和 4年 7月12日 

 

6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

令和 4年 7月26日から同年11月28日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます。 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店

舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項

について意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し

意見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年11月28日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

22



  

   大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出の公告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規定により大

規模小売店舗の変更の届出がなされましたので、同条第 3項において準用する

同法第 5条第 3項の規定により次のとおり公告します。 

    

  令和 4年 7月26日 

 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

 

 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ミッドランドスクエア 

  名古屋市中村区名駅四丁目 7番 1号 

 

 2 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ 

ては代表者の氏名 

№ 
変更前 変更後 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 

1 

東和不動産
㈱ 

代表取締役 
鵜飼 正男 

名古屋市中
村区名駅四
丁目 7番 1
号 

トヨタ不動
産㈱ 

代表取締役 
山村 知秀 

変更なし 

2 

㈱毎日新聞
社 

代表取締役
丸山 昌宏 

東京都千代
田区一ツ橋
一丁目 1番 
 1号 

変更なし 代表取締役 
松木 健 

変更なし 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに 

法人にあっては代表者の氏名 

№ 
変更前 変更後 変更

年月
日 

氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
氏名又は 
名  称 

代表者の 
氏  名 

住  所 
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1 

㈱紫野和久
傳 

代表取締役
桑村 祐子

京都市中京
区六角通東
洞院東入滕
屋町 186番

― ― ― 令和 
3年 
9月 

16日 

2 

㈱藤栄 代表取締役
伊藤 英資
郎 

名古屋市中
区丸の内三
丁目 6番14
号 

― ― ― 令和 
 3年 
 9月 
10日 

3 

グリーンス
タンプ㈱ 

代表取締役
春日 政彦

東京都千代
田区丸の内
三丁目 3番
1号 

― ― ― 令和 
元年 
 9月 
19日 

4 

三喜商事㈱代表取締役
堀田 康彦

東京都千代
田区三番町
6番 5号 

― ― ― 令和 
 4年 
 1月 
28日 

5 

㈱ギャラリ
ー門 

代表取締役
高橋 隆太

東京都中央
区銀座六丁
目 7番 4号

― ― ― 令和 
4年 
6月 
1日 

6 

― ― ― ㈱石昆 代表取締役
石川 哲司

名古屋市東
区泉三丁目
5番 8号 

令和
3年 

 9月 
16日 

7 

― ― ― ㈱豊田貿易代表取締役
豊田  隆二

東京都新宿
区西新宿三
丁目 8番 5
号 

令和 
 3年 
 9月 
10日 

8 

― ― ― ㈱パパス 代表取締役
安田 直樹

東京都渋谷
区広尾二丁
目 1番14号

令和 
 4年 
 1月 
28日 

9 

― ― ― ㈱銀の森コ
ーポレーシ
ョン 

代表取締役
渡邊 好作

岐阜県恵那
市 大 井 町
2711番地 2

令和 
4年 
6月 
1日 

10 

㈱ケイト・
スペード 
ジャパン 

代表取締役
田中 綾子

東京都渋谷
区神宮前四
丁目26番18
号 

タペストリ
ー・ジャパ
ン合同会社

職務執行者
トッド カ
ーン 

東京都港区
六本木六丁
目10番 1号

平成
31年 
 2月 
 7日 

11 

リデア㈱ 代表取締役
田島 淳滋

大阪市中央
区西心斎橋
一丁目 1番
11号 

㈱ストラス
ブルゴ 

代表取締役
石原 秀樹

東京都港区
北青山三丁
目 5番12号

令和 
 3年 
 2月 
 1日 

12 

㈱ＹＯＵＲ
ＳＡＮＣ

ＴＵＡＲＹ
 

代表取締役
小野瀬 慶
子 

東京都新宿
区岩戸町18
番地 

令和 
4年 
3月
1日 
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13 

㈱ワン・ビ
ー・ワン 

代表取締役
竹内 一志

東京都目黒
区青葉台二
丁目18番 1
号 

㈱メルロー
ズ 

代表取締役
東 秀行 

変更なし 平成 
31年
3月 

11日 

14 

㈱メルロー
ズ 

代表取締役
大楠 祐二

東京都目黒
区青葉台二
丁目18番 1
号 

令和 
4年
4月 
1日 

15 

ルイ・ヴィ
トンジャパ
ン㈱ 

代表取締役
デヴィット
ポンゾ 

東京都千代
田区平河町
二丁目 1番
 1号  

変更なし 代表取締役
エドゥアー
ル フォー
ル 

変更なし 令和 
4年
3月
1日 

16 

クリスチャ
ンディオー
ル㈱ 

代表取締役
ステファン
 ラフェイ

東京都千代
田区平河町
二丁目 1番
 1号 

変更なし 代表取締役
竹林 朋毅

変更なし 令和 
 4年 
 6月 
14日 

17 

㈱三陽商会代表取締役
岩田 功 

東京都新宿
区四谷本塩
町 6番14号

変更なし 代表取締役
大江  伸治

変更なし 令和 
 2年 
 5月 
26日 

18 

㈱メガネの
和光 

代表取締役
清水 恭一

名古屋市中
区栄三丁目
15番 4号 

変更なし 代表取締役
清水 元敦

変更なし 令和 
元年 
10月 
1日 

19 

㈱ユナイテ
ッドアロー
ズ 

代表取締役
重松 理 

東京都渋谷
区神宮前二
丁目31番12
号 

変更なし 代表取締役
松崎 善則

変更なし 令和
3年 
4月 
1日 

20 

㈱フィーゴ代表取締役
赤間 直樹

東京都港区
赤坂七丁目
1番16号 

変更なし 代表取締役
中川 有司

東京都港区
北青山二丁
目 9番 5号

令和 
 4年 
 5月 
16日 

21 

㈱ローソン代表取締役
新浪 剛 

大阪府吹田
市豊津町 9
番 1号 

変更なし 代表取締役
竹増 貞信

東京都品川
区大崎一丁
目11番 2号

別途
記載 

22 

㈱アバハウ
スインター
ナショナル

代表取締役
真岸 洋一

東京都目黒
区青葉台一
丁目17番 6
号 

変更なし 代表取締役
眞岸 洋一

東京都渋谷
区東一丁目
26番20号 

別途
記載 

23 

㈱リーミル
ズエージェ
ンシー 

代表取締役
竹内 一志

東京都目黒
区青葉台一
丁目19番14
号 

変更なし 代表取締役
武内 一志

変更なし 令和 
4年 

 6月 
30日 

24 

㈱フォクシ
ー 

代表取締役
前田 進 

東京都渋谷
区神宮前四
丁目 2番16
号 

変更なし 変更なし 東京都中央
区銀座六丁
目 8番 1号

平成 
24年 
 9月 
 6日 
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25 

㈱ワイヴァ
ーンテイル
ショップ 

代表取締役
加藤 良平

名古屋市東
区泉一丁目
15番23号 

変更なし 変更なし 名古屋市中
村区名駅四
丁目 7番 1
号 

平成 
20年 
 5月 
15日 

26 

バカラパシ
フィック㈱

代表取締役
ガイエ ヤ
ン 義和 

東京都港区
虎ノ門一丁
目 2番 8号

変更なし 代表取締役
義和 ヤン

ガイエ 

変更なし 令和 
 4年 
 6月 
30日 

 

3 変更の日 

(1) № 1の設置者の名称については、令和 4年 4月27日、代表者については、 

令和 3年 6月30日 

(2) № 2の設置者については、令和 4年 4月 1日 

(3) № 1から№20まで及び№23から№26までの小売業者については、2(2)で

既述 

(4) №21の小売業者の代表者については、平成28年 6月 1日、住所について 

は、平成19年 6月 1日 

(5) №22の小売業者の代表者については、令和 4年 6月30日、住所について 

は、平成29年 8月21日 

 

4 変更した理由 

(1) № 1の設置者については、名称及び代表者変更のため 

(2) № 2の設置者及び№14から№19までの小売業者については、代表者変更 

のため 

(3) № 1から№ 5までの小売業者については、退店のため 

(4) № 6から№ 9までの小売業者については、入店のため 

(5) №10及び№12の小売業者については、合併に伴う名称、代表者及び住所 

変更のため 

(6) №11の小売業者については、名称、代表者及び住所変更のため 

(7) №13の小売業者については、合併に伴う名称及び代表者変更のため 

(8) №20及び№21の小売業者については、代表者及び住所変更のため 

(9) №22の小売業者については、代表者誤記修正及び住所変更のため 

(10)№23及び№26の小売業者については、誤記修正のため 
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(11)№24及び№25の小売業者については、住所変更のため 

 

5 届出の日 

  令和 4年 6月30日 

 

 6 届出書の縦覧場所 

  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課（名古屋市役所本庁舎 5階） 

 

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

令和 4年 7月26日から同年11月28日まで。ただし、名古屋市の休日を定め

る条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定する本市の休日

を除きます｡ 

午前 8時45分から午後 5時00分まで 

 

 8 大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定に基づき、この大規模小売店舗

を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に

ついて意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、名古屋市に対し意

見書の提出によりこれを述べることができます。 

 

 9 意見書の提出期限及び提出先 

  令和 4年11月28日  名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 

 

                 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課 
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